
　
　
令
和
五
年
一
〇
月
一
三
日

関
す
る
技
術
上
の
規
格
に
適
合
し
て
い
る
旨
の
検
定
（

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
（

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
二
号
）

第
二
十
条
第
四
項
の
検
定
を
い
う
。
）

を
行
っ

た
。

　
遊
技
機
の
認
定
及
び
型
式
の
検
定
等
に
関
す
る
規
則
（

昭
和
六
十
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
四
号
）

第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
遊
技
機
の
型
式
に
つ
い
て
、

同
規
則
第
六
条
の
遊
技
機
の
型
式
に

山
口
県
公
安
委
員
会
告
示
第
一
八
|
三
号

ぱ
ち
ん
こ
遊
技
機

ぱ
ち
ん
こ
遊
技
機

ぱ
ち
ん
こ
遊
技
機

ぱ
ち
ん
こ
遊
技
機

ぱ
ち
ん
こ
遊
技
機

ぱ
ち
ん
こ
遊
技
機

一
六
三

一
六
二

一
六
一

一
六
〇

 

検
定
番
号

一
六
九

一
六
八

一
六
七

一
六
六

一
六
五

一
六
四

回
胴
式
遊
技
機

回
胴
式
遊
技
機

株
式
会
社

ニ
ュ
ー

ギ
ン

株
式
会
社

オ
レ
ン
ジ

株
式
会
社

エ
レ
コ

株
式
会
社

ミ
ズ
ホ

回
胴
式
遊
技
機

ぱ
ち
ん
こ
遊
技
機

遊
技
機
の
種
類

型
　
　
式
　
　
の
　
　
概
　
　
要

Ｓ
琉
神
Ｒ
Ｚ
‐

３
０
　
ス
イ
カ
バ
ー

ジ
ョ

ン Ｓ
／
ワ
ー

ド
オ
ブ
ラ
イ
ツ
Ⅱ
／
Ｗ
Ｆ

Ｓ
／
ク
ラ
ン
キ
ー

ク
レ
ス
ト
／
Ｃ
Ｒ

Ｐ
や
じ
き
た
道
中
記
Ｓ
Ｂ

型
　
　
式
　
　
名

Ｐ
ス
ト
Ｖ
　
Ｋ
．
Ｏ
．
Ｒ
Ｕ
Ｓ
Ｈ
　
Ｌ
Ｉ

Ｇ
Ｈ
Ｔ
　
Ｆ
Ｗ
Ｅ

Ｐ
Ａ
フ
ィ
ー

バ
ー

ダ
ン
ベ
ル
何
キ
ロ
持
て

る
？
Ｙ

Ｐ
フ
ィ
ー

バ
ー

革
命
機
ヴ
ァ

ル
ヴ
レ
イ
ヴ

３
Ｒ

ｅ
シ
ン
・
エ
ヴ
ァ

ン
ゲ
リ
オ
ン
Ｋ

Ｐ
異
世
界
魔
王
Ｌ
３
❘
Ｘ

Ｐ
ワ
ン
パ
ン
マ
ン
Ｍ
❘
Ｘ

株
式
会
社

メ
ー

シ
ー

製
造
業
者
名

株
式
会
社

藤
商
事 〃

株
式
会
社

三
共

株
式
会
社

ジ
ェ

イ
ビ
ー

〃

株
式
会
社

ニ
ュ
ー

ギ
ン

株
式
会
社

オ
レ
ン
ジ

株
式
会
社

エ
レ
コ

株
式
会
社

ミ
ズ
ホ

株
式
会
社

メ
ー

シ
ー

氏
名
又
は
名
称

株
式
会
社

藤
商
事

〃

株
式
会
社

三
共

株
式
会
社

ジ
ェ

イ
ビ
ー

〃

申
　
　
　
請
　
　
　
者

大
阪
府
大
阪
市
中
央
区
内
本
町
一
丁
目
一

番
四
号

〃

東
京
都
渋
谷
区
渋
谷
三
丁
目
二
九
番
一
四

号 東
京
都
渋
谷
区
渋
谷
三
丁
目
二
九
番
一
四

号

〃

名
古
屋
市
中
村
区
烏
森
町
三
丁
目
五
六
番

地 大
阪
府
大
阪
市
中
央
区
内
本
町
一
丁
目
一

番
四
号

東
京
都
江
東
区
有
明
三
丁
目
七
番
二
六
号

有
明
フ
ロ
ン
テ
ィ

ア
ビ
ル
Ａ
棟

東
京
都
江
東
区
有
明
三
丁
目
七
番
二
六
号

有
明
フ
ロ
ン
テ
ィ

ア
ビ
ル
Ａ
棟

東
京
都
江
東
区
有
明
三
丁
目
七
番
二
六
号

有
明
フ
ロ
ン
テ
ィ

ア
ビ
ル
Ａ
棟

住
　
　
　
所

今
山
武
成 〃

石
原
明
彦

富
山
一
郎 〃

 

法
人
に
あ
っ

て
は
、

山
口
県
公
安
委
員
会

〃 〃 〃 〃

新
井
悠
司

米
田
勝
己

田
中
敬
幸

海
老
原
信
夫

湯
澤
哲

 

そ
の
代
表
者
の
氏
名

検
定
の
有
効
期
間

〃 〃

告
知
の
日
（

令
和
五
年
一
〇

月
一
三
日
）

か
ら
三
年
間

〃 〃 〃


